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号　証
作　成
年月日

作成者 立証趣旨 備考

甲１３２ 経済産業省
発電用原子力設備
に関する技術基準
を定める省令の解
釈について

写 H23.10.7 原子力安
全・保安院

発電用原子力設備に関する記
述基準を定める省令第２４条の
解釈。この中で、「緊急停止時の
制御棒の挿入時間は、設置許
可申請書添付書類八の仕様及
び添付書類十における運転時
の異常な過渡変化及び事故の
評価で設定した時間を満たして
いること」

甲１３３
の１
原子力安全委員会
地震・地震動評価
委員会及び施設健
全性評価委員会
第４４回ワーキン
グ・グループ２及び
第４９回ワーキン
グ・グループ３
合同開催　速記録

写 H21.12.18 原子力安全
委員会

甲１３３の２の資料において、前
記省令６２号第２４条の解釈をそ
のまま載せて、それをもとに報告
議論している内容がこの議事録
４１頁以下にある。

甲１３３
の２
制御棒挿入性に係
る評価基準値に関
する補足説明資料

写 H21.12.18 北海道電力
・四国電力
・九州電力

制御棒の機能要求事項につい
て、甲１３２の解釈をそのまま記
載して説明している

甲１３４ 大飯発電所
原子炉設置変更許
可申請書
（３、４号炉増設）
本文及び添付書類
（一～十）
昭和６０年２月
（昭和６１年２月一
部補正）
のうち
添付書類八につい
て８－３－６５頁ま

写 S60.2. 関西電力 前記省令６２号の解釈における
添付書類八の仕様というのは、
指針２２に適合のための設計方
針（８－１－４８頁）、及び指針２４
にも基づく３．２．３反応度制御
設備の項目の中の、３．２．３．
２．設計方針（８－３－２１頁）を
経て、第３．２．５表制御棒駆動
装置の設備仕様に集約されてい
る仕様であって、この中に挿入
時間２．２秒が明記されている。

甲１３５ 耐震バックチェック
の審議状況

写 平成２２年
１２月６日
現在

旧・原子力
安
全・保安院

耐震バックチェックの審議状況
を示しており、大飯３・４号は「安
全委員会で妥当であると評価」
されている。
ただし、最終報告はまだ審議さ
れていないことがわかる。右側に
保安院による評価報告書が書か
れている。
http://www.nsr.go.jp/archive/ni
sa/genshiryoku/doukou/taishin_
backcheck.html
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